
債権管理実務研究会 特別セミナーのご案内

これだけは押さえたい！　民法＆建設業法の重要ポイント解説
〜契約・発注・法改正のリスクと対策〜（全２回）

▶近年、コンプライアンスの重要性が高まり、各種規制がますます厳格化しています。特に建設
業法は改正の頻度が高く、事業者は常に最新の情報を把握し、適切に対応することが求められ
ます。これらの重要ポイントを正しく理解し、適切に対処することは、事業の健全な運営に不
可欠です。

▶本セミナーでは、建設業を専業としないが、、商取引に付随して建設業法上の業務を行う事業者
にとっても必要な「民法」と「建設業法」のリスクポイントについて、基礎から分かりやすく
解説します。まず、民法における請負契約の基本を整理し、建設業法との違いを明確化し、契
約不適合責任について概観したうえで、その例として、漏水トラブル対応（初動対応を含む。)
を解説します。次に、見落としがちな建設業許可の必要性について詳しく説明します。また、
具体的な違反事例を取り上げ、実務に直結するリスク回避の方法を紹介します。さらに、「発注
者の義務」に関する重要ポイントも整理し、見積書・注文書の記載事項、適切な支払方法など、
商取引における注意点を営業部門・購買部門にも役立つ形で解説します。

▶本セミナーを通じて、違反リスクを防ぎ、トラブルを未然に回避するための基礎知識を身につ
けるとともに、2024年12月の最新法改正に基づく実務対応を理解していただきます。

主要講義項目 （詳細な項目はHPをご確認ください）

開催日時 �第１回 10月22日（水）14時30分〜17時
　　　　　 第２回 11月５日（水）14時30分〜17時

会　　場 �㈱商事法務 会議室（東京都中央区日本橋3-6-2日本橋フロント３階）
視聴期間 11月25日（火）～2026年２月10日（火）（申込期限：10月21日（水）12 時）

受講料 �【法人申込】39,600円（税込）/１社（同一法人内に限り複数名受講可能） 
【個人申込】26,400円（税込）/１名�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はホームページをご確認ください。　

講　師

本間　伸也（ほんま　しんや）　弁護士（那須・本間法律事務所）

　1994年3月東京大学法学部卒業。同年10月司法試験合格。1997年4月弁護士登録。那須法律事務所入所。2002年4月那須・本間法律事務所パ
ートナー。2016年1月代表パートナー就任。
　最高裁判所司法研修所　民事弁護教官（2016年4月～2019年4月）、司法試験予備試験考査委員(民法)（2020年～2022年）、りんかい日産建設
株式会社　社外監査役（2024年～）

WEB申込

＜第１回＞
　１．民法における請負契約と建設業法上の請負契約の違い
　２．工事請負契約における契約不適合とは？
　３．漏水トラブル実務対応　初動と契約不適合責任
　４．建設業許可が必要な工事と不要な工事の違い

＜第２回＞
　５．建設業法違反の具体的事例
　　　（専任技術者の配置義務・許可なしの契約など）
　６．建設業法における発注者の義務とは？ 
　７．2024年12月の建設業法改正の重要ポイントと実務対応
　　　　　　　　　　　　　　※進行により講義項目は前後する場合があります。
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